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写真1『 遠野物語』初版本
館撮影

松本市立博物

は
じ
め
に

本
稿
は
、
『遠
野
物
語
』
中

の
交
通

・
交

易
伝
承
に
、
前
近

代
交
通
史
専
攻
者
の
立
場
か
ら
、

コ
メ
ン
ト
し
よ
う
と
す
る

(
1
)

も
の
で
あ
る
。

柳
田
は
、
序
文
に

「此
話
は
す
べ
て
遠

野
の
人
佐
々
木
鏡

石
君
よ
り
聞
き
た
り
。
昨
明
治
四
十
二
年

の
二
月
頃
よ
り
始

め
て
夜
分
折
々
訪
ね
来
り
此
話
を
せ
ら
れ
し
を
筆
記
せ
し
な

(
2
)

り
。
」
と
記
し
て
い
る
。
佐
々
木
鏡
石

(喜
善
)
は
明
治
十
九

(
3
)

年
生
ま
れ
だ
か
ら
、
柳
田
に
話
を
し
た
時
は
二
三
歳
の
青
年

で
あ

っ
た
。
人
が
、
見
聞
き
し
た
こ
と
を
、
記
憶
と
し
て
残

せ
る
の
は
、
十
歳
前
後
か
ら
だ
と
す
る
と
、
喜
善
の
話
は
明

治
三
十
年
頃
以
降
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
、
明
治
後
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期

の
時
点
で
は
、
喜
善
に
話
を
語

っ
て
聞
か
せ
た
者
の
な
か
に
は
、
明
治
維
新
以
前
の
事
柄
を
記
憶
し
て
い
る
者
が
、
相
当
数
生
存
し

(
4
)

て
い
た
こ
と
は
紛
れ
も
無
い
。
柳
田
は

「此
書
は
現
在
の
事
実
な
り
」
と
し
て
い
る
が
、

一
方
で
、
喜
善
の
話
の
中

に
は
、
過
去
11
近

世

の
様
子
が
そ
れ
な
り
に
含
ま
れ
て
い
る
の
も
、
ま
た

「事
実
」
だ
と
、
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
こ
れ
を
踏
ま
え
、
筆
者
は
、
『遠
野

物
語
』
の
中
の
近
世
、
と
り
わ
け
交
通

・
交
易
伝
承
に
、
焦
点
を
当
て
て
み
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。

1

近
世
史
概
観

作
業
を
行
う
前
提
と
し
て
、
ま
ず
は
遠
野
の
近
世
史
を
概
観
し
て
お
こ
う
。

戦
国
末
期
、
遠
野
を
支
配
し
て
い
た
の
は
阿
曾
沼
氏
で
、
支
配
地
は
遠
野
十
二
郷
と
称
さ
れ
、
こ
の
な
か
に
は
大
槌

・
釜
石
も
含
ま

(
5
)

れ

て
い
る
。
阿
曾
沼
氏
は
、
鎌
倉
末
期
に
遠
野
保
の
地
頭
職
を
得
て
以
来
、
北
上
山
地
の
中
央
部
を
支
配
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
天

正
十
八
年
七
月
、
南
部
氏
が
、
豊
臣
秀
吉
か
ら

「南
部
内
七
郡
」
を
安
堵
さ
れ
、
寛
永
十

一
年
に
は
、
徳
川
家
光
か
ら
十
郡
十
万
石
の

(
6
)

領
有
が
公
認
さ
れ
る
事
態
と
な
る
。
秀
吉
の
仕
置
の
結
果
、
阿
曾
沼
氏
は
、
独
立

の
領
主
権
を
失
い
、
南
部
氏
の
附
庸
と
な

っ
て
し

(
7
)

(
8
)

ま

っ
た
の
で
あ
る
。
と
は
言
う
も
の
の
、
阿
曾
沼
氏
は
、
遠
野
地
方
を
中
心
に
、

一
万
五
千
石
の
実
効
支
配
を
継
続
す
る
。
こ
れ
に
対

し
、
阿
曾
沼
氏
を
取
潰
そ
う
と
す
る
南
部
利
直
は
、
阿
曾
沼
氏
家
中
を
分
裂
さ
せ
、
慶
長
六
年
、
滅
亡

へ
追

い
込
む
こ
と
に
成
功
し

(
9
)

(
10
)

た
。
阿
曾
沼
氏
が
本
城
と
し
た
横
田
城
に
は
、
城
代
が
置
か
れ
て
い
る
。
寛
永
四
年
三
月
に
至
り
、
遠
野
地
方
が
、
仙
台
藩
領
と
境
を

接
す
る
防
衛
上
の
要
地
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
藩
主
利
直
は
、

一
族
の
八
戸
直
義
を
八
戸
根
城
か
ら
横
田
城

へ
移
し
て
、
固
め
と
し
た
。

(
H
)

遠
野
南
部
氏
は
、

一
万
石
余
の
大
緑
と
な
り
、
郡
奉
行
と
検
断
を
兼
務
す
る
陸
奥
国
代
と
な
る
の
で
あ
る
。
た
だ
、
直
義
は
、
利
直
か

ら
、
「政
務
指
導
」
の
名
目
で
、
三
戸
城
か
盛
岡
城
に
留
め
置
か
れ
た
の
で
、
遠
野
の
実
際
の
政
務
は
、
直
義
の
母

の
清
心
尼
を
中
心

(
12
)

と
し
て
、
行
わ
れ
た
。
延
宝
四
年
二
月
、
直
義
の
息
子
義
長
は
、
父
の
遺
言
に
従

っ
て
、
遠
野
か
ら
海
岸
地
帯

へ
至

る
要
所
の
附
馬
牛

(
13
)

に
二
千
石
を
割
り
出
し
、
弟
の
義
也
を
分
家
さ
せ
て
い
る
。
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寛
永
四
年
三
月
十
九
日
付
け
で
、
南
部
利
直
か
ら
八
戸
弥
六
郎

(直
義
)

へ
宛
て
た

「目
録
」
の
筆
頭
に
は
、

「八
二
七
石
三
四
六

(
14

)

合

横
田
城
廻
り
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
「城
廻
り
」
は
、
横
田
城
が
在
る
鍋
倉
山
北
麓
に
広
が
る
遠
野
の
町
で
、
遠
野
南
部
氏
は
、

町
中
に
二
名
の
町
奉
行
、
町
ご
と
に
検
断
の
制
を
、
そ
れ
ぞ
れ
置
く
、
統
治
形
態
を
と
っ
た
。
在
方
は
、
遠
野
を
境

に
上

・
下
両
郷
に

(
15
)

分
け
て
各
々
代
官
を
任
命
し
、
村
に
は
肝
煎

・
老
名

・
馬
刺
な
ど
が
配
置
さ
れ
て
い
る
。
寛
永
以
来
、
二
代
義
長
に
か
け
て
の
五
十
年

(
16
)

間

で
、
遠
野
の
町
の
輪
郭
は
形
成
さ
れ
て
ゆ
く
が
、
藩
政
時
代
に
は
、
遠
野
町
と
い
う
町
名
は
無
く
、
穀
町

・
裏
町

・
一
日
市
町

・
新

(
17
)

町

・
六
日
町
と
、
五
つ
の
町
が
存
在
し
て
い
た
。
遠
野
南
部
氏
の
町
造
り
開
始
か
ら
半
世
紀
を
過
ぎ
た
延
宝
九
年
、
幕
府
巡
見
使
が
遠

野

に
来
る
が
、
そ
の
時
の
、
五
つ
の
町
の
、
家
数
は
計
二
一二
七
軒
、
馬
数
は
計
三
六
八
頭
で
、

一
軒
平
均

一
・
五
頭

と
、
町
内
で
多
数

(
18
)

(
19
)

の
馬
が
飼
育
さ
れ
て
い
る
。
三
陸
海
岸
で
生
産
さ
れ
た
塩
は
、
元
禄
以
前
は
内
陸
部
に
売
買
さ
れ
て
い
た
と
い
う
か
ら
、
延
宝
期
に
お

(
20
)

け

る
町
内
で
の
多
数
の
馬
の
飼
育
は
、
生
活
必
需
品
で
あ
る
塩
の
輸
送
に
対
応
す
る
も
の
と
、
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
、
内
陸
部

と
沿
岸
部
と
の
交
易
に
深
く
関
わ
る
と
の
遠
野
の
町
の
在
り
方
は
、
そ
の
後
も
受
け
継
が
れ
て
、
町
の
発
展
の
原
動
力
と
な

っ
て
ゆ

く
。
延
宝
九
年
か
ら
百
年
後
の
安
永
九
年
に
は
、
五
つ
の
町
の
家
数
が
計
六
〇
八
軒
と
、

一
世
紀
の
間
に
二

・
五
倍

の
増
加
を
見
る
の

(
21
)

で
あ
る
。
交
易
は
、
六
度
市
を
中
核
と
し
て
行
わ
れ
た
が
、
森
嘉
兵
衛
は
、
中
世
以
来
、
こ
の
地
の
支
配
者
は
市

へ
の
課
税
を
財
源
と

(
22
)

し

て
き
た
こ
と
を
、
示
唆
し
て
い
る
。
森
に
よ
れ
ば
、
宝
永
四
年
、
盛
岡
藩
は
、
盛
岡
の
吉
右
衛
門
に
、
そ
の
後
盛

岡
の
伝
兵
衛
に
、

六
度
市
の
、
五
十
集
の
口
銭
取
立
の

一
手
請
負
を
認
め
た
が
、
伝
兵
衛
が
高
率
な
口
銭
取
立
を
行
っ
た
た
め
、
遠
野

の
者
が
反
発
し
、

(
23

)

宝
暦
十

四
年
、
伝
馬
を
負
担
す
る
と
の
条
件
で
、
遠
野
三
町
で
請
け
負
う
の
を
認
め
さ
せ
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
負
担
を
飲
ん
で
で

も
、
市
で
得
ら
れ
る
利
益
を
地
元
で
確
保
し
よ
う
と
し
た
の
は
、
近
世
の
遠
野
に
と
っ
て
、
交
易
と
こ
れ
を
支
え
る
交
通
は
、
正
に
地

域
存
立
の
基
盤
だ

っ
た
か
ら
だ
と
見
な
さ
れ
よ
う
。
『遠
野
物
語
』
の
、
交
通

・
交
易
伝
承
に
注
目
す
る
、
所
以
で
あ
る
。
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玉
幸
多
が

コ

里
は
三
十
六
町
と
す
る
の
が
原
則
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
京
道

(か
み
が
た
み
ち
)
な
ど
と
呼
ぼ
れ
て
、
五
街
道
な
ど
の

主
要
道
路
で
は

一
般
化
し
て
い
た
が
、
六
町

一
里
と
す
る
の
を
関
東
道
と
か
小
里
と
い
っ
た
。
多
賀
城
碑
に
記
さ
れ
て
い
る
里
数
も

こ

(
26

)

れ

で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
奥
羽
地
方
に
は
六
町

一
里
が
残

っ
て
い
た
。」
と
解
説
し
て
い
る
史
実
を
、
彼
が
既
に
心
得
て
い
た
の
を

示
し
て
い
る
。
距
離
を
、
六
町

一
里
で
計
算
す
る
と
、

一
里
11
六
五
〇
メ
ー
ト
ル
×
七
〇
里
は
約
四
五
キ

ロ
と
な
る
。
J
R
釜
石
線
の

営
業
キ

ロ
が
、
遠
野
-
花
巻
間
四
六
キ

ロ
、
遠
野
-
釜
石
間
四
四
キ

ロ
で
、
七
〇
里
に
ほ
ぼ
合
致
す
る
の
は
、
近
世

の
遠
野
の
人
々
の

距
離
測
定
11
遠
近
感
覚
11
空
間
認
識
が
、
案
外
正
確
だ

っ
た
の
を
平
地
人
に
見
せ

つ
け
て
い
る
。
「七
七
十
里
」
は
合
理
性
を
持

っ
た

表
現
だ
と
の
、
印
象
を
抱
か
せ
る
の
で
あ
る
。

右
記
を
踏
ま
え
た
う
え
で

「史
料
1
」
を
見
て
み
よ
う
。

(27
)

史
料
1

盛
岡
御
領
内
大
道
筋
記

一
横
田
ヨ
リ

釜
石
浦
マ
テ

十
里

山
続

此
間
佐
比
内
川
廣
二
間
深
五
寸

釜
石
川
廣
壱
間
深
五
寸

皮
抜
山
坂
四
里
難
所
雪
中
牛
馬
不
通

一
横
田
ヨ
リ

山
ロ
マ
テ

三
里
半

平
地

此
間
佐
比
内
川
廣
三
間
深
壱
尺

一
山
ロ
ヨ
リ

大
槌
マ
テ

六
里

山
続

此
間
橋
野
川
廣
三
間
深
五
寸

青
木
坂
壱
間
半
雪
中
牛
馬
不
通

こ
の
史
料
で
注
目
す
べ
き
は

「横

田
-
釜
石
は
十
里
」
と
書
か
れ
て
い
る
こ
と
で
、
『遠
野
古
事
記
』
『遠
野
物
語
』
が

「七
十
里
」
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と
し
て
い
る
の
と
は
、
か
な
り
違

っ
た
数
字
と
な

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
『遠
野
古
事
記
』
『遠
野
物
語
』
と

「盛
岡
御
領
内
大
道
筋
記
」

で
相
違
が
見
ら
れ
る
の
は
、
前
者
が

「慣
習
」
を
記
し
て
い
る
の
に
対
し
、
後
者
は
盛
岡
藩
の
公
式
文
書
と
し
て
作
成
さ
れ
た
こ
と

(
28
)

に
、
起
因
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
盛
岡
藩
は
、
寛
永
十
八
年
に
、

一
里
11
四
二
町
と
定
め
て
い
る
。
コ

里
11
四
二
町
」
で
計
算
す
る

と
、

一
里
が
四

・
五
キ
ロ
に
な
る
か
ら
、
十
里
は
四
五
キ

ロ
と
な
っ
て
、
『遠
野
古
事
記
』
『遠
野
物
語
』
が
示
す

「七
十
里
」
に
ピ
タ

リ
と
合
う
の
で
あ
る
。
近
世
の
遠
野
に
は
、
里
程
を
測
る
尺
度
が
、
支
配
者
用

・
被
支
配
者
用
の
二
つ
有

っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、

平
行
使
用
さ
れ
た
理
由
は
分
か
ら
な
い
。
分
か
ら
な
い
も
の
は
ま
だ
有

っ
て
、
盛
岡
藩
は
、
何
故
、

一
里
を
、
標
準
型
の
三
六
町
、
も

し
く
は
地
元
の
者
が
使
い
慣
れ
て
い
る
六
町
と
せ
ず
に
、
四
二
町
に
し
た
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
だ
。
二
つ
の

「
理
由
不
明
」
の

究
明
は
、
今
後
の
課
題
と
す
る
し
か
な
い
の
だ
が
、
支
配
者
用

・
被
支
配
者
用
が
、
平
地
人
の
基
準
と
異
な
る
の
は
共
通
だ
、
と
い
う

こ
と
は
、
脳
裏
に
留
め
お
い
て
も
良
い
だ
ろ
う
。
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②

峠

①

筋
は
三
と
お
り

(
29
)

柳
田
は
、
『遠
野
物
語
』
刊
行
の
三
ヵ
月
前
の
明
治
四
三
年
三
月
に
、
「峠
に
關
す
る
二
一二
の
考
察
」
を
発
表
し
、
交
通
史
専
攻
者
か

ら
は
峠
研
究
の
先
駆
者
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。
彼
の
峠

へ
の
関
心
の
強
さ
は
、
『遠
野
物
語
』
か
ら
も
読
み
取
る
こ
と
が
出
来
る
。

五

遠
野
郷
よ
り
海
岸
の
田
ノ
浜
、
吉
利
吉
里
な
ど

へ
越
ゆ
る
に
は
、
昔
よ
り
笛
吹
峠
と
云
ふ
山
路
あ
り
。
山

口
村
よ
り
六
角
牛

の
方

へ
入
り
路
の
り
も
近
か
り
し
か
ど
、
近
年
此
峠
を
越
ゆ
る
者
、
山
中
に
て
必
ず
山
男
山
女
に
出
逢
ふ
よ
り
、
誰
も
皆
怖
ろ
し
が

(
30
)

り
て
次
第
に
往
来
も
稀
に
な
り
し
か
ぼ
、
終
に
別
の
路
を
境
木
峠
と
云
ふ
方
に
開
き
、
和
山
を
馬
次
場
と
し
て
今

は
此
方
ば
か
り
を

越
ゆ
る
や
う
に
な
れ
り
。
二
里
以
上
の
迂
路
な
り
。
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(
31
)

一
三

此
老
人
は
数
十
年
の
間
山
の
中
に
独
に
て
住
み
し
人
な
り
。
よ
き
家
柄
な
れ
ど
、
若
き
頃
財
産
を
傾
け
失

ひ
て
よ
り
、
世
の

中
に
思
を
絶
ち
、
峠
の
上
に
小
屋
を
掛
け
、
甘
酒
を
往
来
の
人
に
売
り
て
活
計
と
す
。
駄
賃
の
徒
は
此
翁
を
父
親

の
や
う
に
思
ひ
て

親
し
み
た
り
。
(後
略
)

(
32
)

四
九

仙
人
峠
は
登
り
十
五
里
降
り
十
五
里
あ
り
。
其
中
程
に
仙
人
の
像
を
祀
り
た
る
堂
あ
り
。
此
堂
の
壁
に
は
旅
人
が
こ
の
山
中

に
て
遭
ひ
た
る
不
思
議
の
出
来
事
を
書
き
識
す
こ
と
昔
よ
り
の
習
な
り
。
例

へ
ば
、
我
は
越
後
の
者
な
る
が
、
何

月
何
日
の
夜
、

こ

の
山
路
に
て
若
き
女
の
髪
を
垂
れ
た
る
に
逢

へ
り
。
こ
ち
ら
を
見
て
に
こ
と
笑
ひ
た
り
と
云
ふ
類
な
り
。
又
此
所

に
て
猿
に
悪
戯
を

せ
ら
れ
た
り
と
か
、
三
人
の
盗
賊
に
逢

へ
り
と
云
ふ
や
ふ
な
る
事
を
も
記
せ
り
。

九
三

こ
れ
は
和
野
の
人
菊
池
菊
蔵
と
云
ふ
者
、
妻
は
笛
吹
峠
の
あ
な
た
な
る
橋
野
よ
り
来
た
る
者
な
り
。
こ
の
妻
親
里
へ
行
き
た

る
間
に
、
糸
蔵
と
云
ふ
五
六
歳
の
男
の
児
病
気
に
な
り
た
れ
ぼ
、
昼
過
ぎ
よ
り
笛
吹
峠
を
越
え
て
妻
を
連
れ
に
親

里
へ
行
き
た
り
。

名
に
負
ふ
六
角
牛
の
峰
続
き
な
れ
ば
、
山
路
は
樹
深
く
、
殊
に
遠
野
分
よ
り
栗
橋
分

へ
下
ら
ん
と
す
る
あ
た
り
は
、
路
は
ウ
ド
に
な

(
33
)

り
て
両
方
は
岨
な
り
。
(後
略
)

(
34
)

右
掲
の
文
章
中
に
峠
名
が
出
て
く
る
の
は
、
境
木
峠

・
笛
吹
峠

・
仙
人
峠
の
三
箇
所
だ
が
、
那
須
光
吉
に
よ
れ
ば
、
界
木
峠
越
え
11

大
槌
街
道
、
笛
吹
峠
越
え
11
鵜
住
居
街
道
、
仙
人
峠
越
え
11
釜
石
街
道
の
、
三
ル
ー
ト
が
、
遠
野
と
海
岸
地
帯
を
結
ぶ
街
道
だ

っ
た
と

(
35
)

(
36
)

い
う
。
「大
槌
街
道
」
「釜
石
街
道
」
の
呼
称
を
提
唱
し
た
の
は
岩
手
県
文
化
課
で
、
前
掲

「盛
岡
御
領
内
大
道
筋
記
」
を
根
拠
と
し
て

(
37
)

い
る
。
『遠
野
物
語
』
「五
」

の
言
い
回
し
は
、
笛
吹
街
道
が
、
か
つ
て
は
主
要
ル
ー
ト
だ

っ
た
が
、
近
年
は
大
槌
街
道
を
主
と
す
る
よ

(
38

)

う

に
な

っ
た

、

と

読

め

る
だ

ろ
う

。

那

須

も

、

「
主

要

ル

ー

ト

は

鵜

住

居

街

道

」

だ

っ
た

と

、

述

べ

て

い
る

。

と

こ
ろ

が

、

『
遠

野

市

史

(
39

)

第

三
巻
』
は

「大
槌
街
道
が
江
戸
時
代
に
は

一
番
使
わ
れ
た
」
、
『岩
手
県
文
化
財
調
査
報
告
書

第
六
十
四
集
大
槌

・
釜
石
街
道
』
六

頁
は

「大
槌
に
代
官
所
が
あ

っ
た
の
で
大
槌
街
道
が
本
道
と
さ
れ
た
が
、
幕
末
に
は
釜
石
街
道
が
主
と
な

っ
た
よ
う

で
あ
る
。
」、
同
書

五
二
頁
は

「大
槌
街
道
は
公
用
道
、
笛
吹
街
道
は
物
資
交
流
路
。
」、
『釜
石
市
文
化
財
調
査
報
告
書

第
十
七
集

歴
史
の
道

「笛
吹
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(
40

)

街
道
と
大
槌
街
道
」
上
巻
』
は

「大
槌
街
道
が
主
要
路
だ

っ
た
が
、
江
戸
時
代
後
期
に
は
、
笛
吹
街
道
が
主
と
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ

た
。
」
と
、
そ
れ
ぞ
れ
述
べ
て
い
て
、
『遠
野
物
語
』

「五
」
と
言

い
分
が
近
い
の
は
、
那
須
説
だ
け
な
の
で
あ
る
。
加
う
る
に
、
『遠

野
市
史
第
三
巻
』
『岩
手
県
文
化
財
調
査
報
告
書

第
六
十
四
集

大
槌

・
釜
石
街
道
』
『釜
石
市
文
化
財
調
査
報
告
書

第
十
七
集

歴

史

の
道

「笛
吹
街
道
と
大
槌
街
道
」
上
巻
』
は
、
「大
槌
街
道
が
メ
イ
ン
」
は
同
じ
だ
が
、
そ
れ
以
外
に
つ
い
て
は
見
解
に
異
な
り
を

見
せ
て
い
る
。
『遠
野
物
語
』

「五
」
を
は
じ
め
と
す
る
各
書
に
記
さ
れ
た
、
「主
要
路
お
よ
び
そ
の
盛
衰
」
に
つ
い
て
は
、
検
討
の
余

地
が
有
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

②

史
実
と
物
語

「笛
吹
街
道
が
主
要
路
」
と
す
る

『遠
野
物
語
』
「
五
」
は
、
「
大
槌
街
道
が
メ
イ

ン
」
を
共
通
点
と
す
る

『
遠
野
市
史
第
三
巻
』
『岩
手
県
文
化
財
調
査
報
告
書

第

六
十
四
集

大
槌

・
釜
石
街
道
』
『釜
石
市
文
化
財
調
査
報
告
書

第
十
七
集

歴
史

の
道

「笛
吹
街
道
と
大
槌
街
道
」
上
巻
』
と
い
う
、
地
元
自
治
体

の
研
究
と
、
真

っ

向
か
ら
対
立
し
て
い
る
。
「『遠
野
物
語
』
と
い
う

一
冊
の
昔
話
が
人
口
四
万
人
の
町

(
41
)

を
支
え
て
い
る
」

こ
と
を
踏
ま
え
る
な
ら
ぼ
、

こ
の
不
思
議
な
現
実
を
、
正
に

「是

(
42

)

目
前

の
出
来
事
な
り
」
と
し
て
見
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
『岩
手
県

文
化
財
調
査
報
告
書

第
六
十
四
集

大
槌

・
釜
石
街
道
』
六
頁
は
、
前
掲

「盛
岡

(
43

)

御
領
内
大
道
筋
記
」
と
共
に

『南
部
領
内
行
程
』
を
基
本
史
料
と
し
て
い
る
。
「盛

岡
御
領
内
大
道
筋
記
」
『南
部
領
内
行
程
』
は
年
代
が
分
か
ら
な

い
の
だ
が
、
『岩
手

県
文
化
財
調
査
報
告
書

第
⊥ハ
十
四
集

大
槌

・
釜
石
街
道
』
六
頁
は
、
自
ら

「化
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(
44
)

政
期
頃
の
も
の
と
思
わ
れ
る
」
と
す
る

『
三
閉
伊
道
中
図
』
『
三
閉
伊
路
程
記
』
よ
り
、
「盛
岡
御
領
内
大
道
筋
記
」
『南
部
領
内
行
程
』

は
早
い
年
代
の
も
の
と
判
断
し
て
い
る
と
見
な
さ
れ
る
。
「『南
部
領
内
行
程
』
に
は
大
槌
街
道
は
記
さ
れ
て
い
る
が
、
釜
石
街
道
は
記

さ
れ
て
お
ら
ず
、
逆
に

『
三
閉
伊
道
中
図
』
『
三
閉
伊
路
程
記
』
に
は
釜
石
街
道
は
記
さ
れ
て
い
る
が
、
大
槌
街
道
の
記
述
は
無

い
。

こ

れ

は
、
幕
末
に
釜
石
の
発
展
が
著
し
か

っ
た
か
ら
だ
。」
と
、
解
説
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
説
明
に
は
無
理
が
有

る
。
そ
れ
は
、
大
槌
街
道
と
釜
石
街
道
が
史
料
に
見
え
る
か
ど
う
か
を
根
拠
に
し
て
い
る
か
ら
だ
。
ま
ず

「盛
岡
御
領
内
大
道
筋
記
」

だ
が
、
史
料
1
に
見
る
と
お
り
、
大
槌

・
釜
石
が
共
に
表
れ
て
い
る
。

一
方
、
「盛
岡
御
領
内
大
道
筋
記
」
と
同
じ
横
帳
に
記
さ
れ
て

い
る
、
「本
道
所
こ
脇
道
井
駄
賃
附
」
の

コ

盛
岡
ヨ
リ
閉
伊
筋
」
に
は
、
コ

横
田
ヨ
リ
大
槌
マ
テ
十
り
八
丁

三
百
十
八
文
」
と
記
さ

れ

る
の
み
で
、
「釜
石
」
の
文
字
は
出

て
こ
な
い
。
『南
部
領
内
行
程
』

の

「御
在
所
中
道
規
紀
武
割
増
駄
賃
付
」

に
も
、
コ

横
田

ヨ
リ
大
槌
迄

十
里
十
八
丁
七
間
四
百
文
」
と
記
さ
れ
、
「本
道
所
こ
脇
道
井
駄
賃
附
」
と
、
ほ
ぼ
同
じ
内
容
と
な

っ
て
い
る
。
た
だ
、

『岩
手
県
文
化
財
調
査
報
告
書

第
六
十
四
集

大
槌

・
釜
石
街
道
』
六
頁
が
、
「『南
部
領
内
行
程
』
に
は
大
槌
街
道
は
記
さ
れ
て
い

る
が
釜
石
街
道
は
記
さ
れ
て
い
な
い
」
と
す
る
の
は
必
ず
し
も
正
確
で
は
な
く
、
「御
在
所
中
道
規
紀
武
割
増
駄
賃
付
」
の
後
ろ
に
、

左
掲
の
記
述
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

史
料
2

一
横
田
ヨ
リ
釜
石
浦
迄
十
里
、
此
内
川
ニ
ツ
坂

一
ツ
有
、
佐
飛
川
廣
サ
ニ
間
深
サ
五
寸
、
釜
石
川
廣
サ

一
間
深
サ
五
寸
、
波
抜
坂
四

里
、
難
処
、
牛
馬
不
通

一
横
田
ヨ
リ
山
口
迄
三
里
、
此
内
川

一
ツ
有
、
左
飛
内
川
廣
サ
三
間
深
サ

一
尺

一
山
ロ
ヨ
リ
大
槌
迄
六
里
、
此
内
川

一
ツ
坂

一
ツ
有
、
橋
野
川
廣
サ
三
間
深
サ
五
寸
、
青
木
坂

一
里
半
、
大
難
処
、
雪
中
牛
馬
不
通

こ
れ
は
、
内
容
が
史
料
1
に
ほ
ぼ
等
し
く
、
横
田

釜
石
を

「十
里
」
と
算
定
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
公
文
書
と
し
て
作
成
さ
れ
た

も

の
と
思
わ
れ
る
。
大
切
な
の
は
、
横
帳

・
竪
帳
共
に
、
「駄
賃
付
」
に
は
大
槌
街
道
の
み
が
挙
げ
ら
れ
る
の
に
対
し
、
「道
案
内
」
に
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は
大
槌

・
釜
石
の
両
街
道
が
記
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
だ
。
残
念
な
が
ら
、
か
か
る
措
置
が
採
ら
れ
た
理
由

は
分
か
ら
な
い
が
、

実

は
、
『岩
手
県
文
化
財
調
査
報
告
書

第
六
十
四
集

大
槌

・
釜
石
街
道
』
の

「年
代
判
断
」
自
体
は
、
当
た
っ
て
い
る
可
能
性
が

有

る
。
何
故
か
と
言
え
ば
、
「盛
岡
御
領
内
大
道
筋
記
」
『
南
部
領
内
行
程
』
が
、
共
に
、
仙
人
峠
と
思
わ
れ
る
所

を
皮
抜
山

(波
抜

坂
)
、
界
木
峠
と
思
わ
れ
る
所
を
青
木
坂
と
、
表
記
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
那
須
の
、
峠
の
呼
称
は
今
と
は
違

っ
て
い
た
の
で
は
な

(
45
)

い
か
と
の
指
摘
に
学
ん
で
、
よ
り
古
い
時
代
、
仙
人
峠
は
皮
抜
山

(波
抜
坂
)
と
、
界
木
峠
は
青
木
坂
と
、
呼
ぼ
れ
て
い
た
の
で
は
な

い
か
と
仮
定
し
て
、
計
算
を
し
て
み
よ
う
。
史
料
1

・
2
は

「波
抜
坂
四
里
」
と
す
る
が
、
公
文
書
だ
か
ら

コ

里

11
四
二
町
11
四

・

五
キ

ロ
×
四
里
は

一
八
キ

ロ
と
な
る
。

一
方
、
『遠
野
物
語
』
「四
九
」
に
は
、
「仙
人
峠
は
登
り
十
五
里
降
り
十
五
里
」
と
書
か
れ
て
い

る
か
ら
、
計
三
十
里
を

コ

里
11
六
町
11
六
五
〇
メ
ー
ト
ル
×
三
十
里
」
で
算
出
す
る
と
、

一
九

・
五
キ
ロ
と
、

「波
抜
坂
四
里
」
に

「誤
差
の
範
囲
」
と
考
え
て
良
い
数
字
が
、
弾
き
出
さ
れ
て
く
る
。
よ
り
昔
、
仙
人
峠
は

「皮
抜
山

(波
抜
坂
)」
と
、
界
木
峠
は

「青

木
坂
」
と
、
呼
ば
れ
て
い
た
確
率
は
高

い
と
、
考
え
て
良
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
具
体
的
な
年
代
を
割
り
出
し
た

い
と
こ
ろ
だ
が
、

(
46

)

ヒ
ン
ト
は

『邦
内
郷
村
志
』
に
、
「仙
人
坂
、
笛
吹
長
根
、
熱
樂
境
木
坂
」
と
書
か
れ
て
い
る
こ
と
だ
。
『邦
内
郷
村
志
』
の
著
者
は
、

(
47
)

代
官
を
務
め
た
こ
と
の
あ
る
大
巻
秀
詮
で
、
彼
は
享
和
元
年
に

「伝
六
十
二
歳
」
で
没
し
て
い
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
『邦
内
郷
村
志
』

(
48
)

の
内
容
は

一
八
世
紀
後
半
の
事
柄
が
、
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
時
点
で
、
「仙
人

・
笛
吹

・
境
木
」

の
呼
称
は
、
確
実

に
使
わ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
皮
抜
山

(波
抜
坂
)
・
青
木
坂
は
、
遅
く
と
も

一
八
世
紀
半
ぼ
ま
で
の
呼
称
な
の
で
あ
り
、
こ
れ
が

記
載
さ
れ
て
い
る

「盛
岡
御
領
内
大
道
筋
記
」
『南
部
領
内
行
程
』
の
作
成
年
代
は
、
当
然
そ
れ
以
前
と
な

っ
て
、
化
政
期
成
立
の
も
の

よ
り

「早
い
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

「主
要
路
お
よ
び
そ
の
盛
衰
」
を
解
く
べ
く
、
作
業
を
行

っ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
こ
で

一
つ
重
要
な
こ
と
が
浮
か
び
上
が

っ
て
き
た
。

そ

れ
は
、
『遠
野
物
語
』

「
五
」
が
メ
イ

ン
ル
ー
ト
だ
と
し
、
か

つ

「九
三
」
で
峠
付
近
の
地
形
を
解
説
し
て
い
る
、
笛
吹
街
道
は
、

公
文
書
と
し
て
作
成
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る

「盛
岡
御
領
内
大
道
筋
記
」
『南
部
領
内
行
程
』
に
は
、
そ
の
名
が
見
出
さ
れ
な

い
と
い
う
事
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実

で
あ
る
。
た
だ
、
こ
れ
は
、
藩
政
時
代
に
、
こ
の
道
が
無
か

っ
た
こ
と
を
、
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
盛
岡
藩

の

「貞
享
絵
図
」

(
49

)

に
は
、
笛
吹
峠
付
近
に

一
里
塚
の
印
が
あ
る
と
い
う
し
、
『邦
内
郷
村
志
』
に
は

「笛
吹
長
根
」
と
見
え
て
い
る
か
ら
、
近
世
に
存
在

し
た
の
は
確
実
な
の
で
あ
る
。
と
は
言
う
も
の
の
、
公
文
書
に
、
前
述
の
と
お
り
、
最
重
要
視
の
形
で
大
槌
街
道
11
界
木
峠
が
記
さ
れ

て
い
る
こ
と
は
、
や
は
り
厳
正
に
受
け
止
め
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
『遠
野
物
語
』
「五
」
の

「笛
吹
峠
が
昔
か
ら
の
路
で
、
近
年
別
の

(
50
)

路

を
境
木
峠
に
開

い
た
。」
は
、
文
字
通
り
物
語
な
の
で
あ
り
、
史
実
と
は
見
な
せ
な
い
の
で
あ
る
。
な
お
、
「五
」
の
末
尾
に
は
、

「今

(明
治
後
期
)
は
専
ら
界
木
峠
を
越
え
て
い
る
」
と
書
か
れ
て
い
る
が
、
筆
者
は
、
こ
れ
は

「佐
々
木
喜
善
の
印
象
」
で
は
な

い

(
51
)

か
と
、
考
え
て
い
る
。
と
言
う
の
は
、
彼
の
生
家
は
大
槌
街
道
沿
道
の
土
淵
に
在
り
、
明
治
後
期
に
は
ま
だ
馬
背
輸
送
業
者
が
土
淵
に

(
52
)

も
居
て
、
彼
ら
を
含
め
た
通
行
者
が
大
槌

へ
通
う
姿
は
、
物
心
つ
い
て
以
来
、
喜
善
は
毎
日
の
よ
う
に
見
て
い
た

は
ず
だ
か
ら
で
あ

る
。
『遠
野
物
語
』
「十
三
」
で
、
土
淵
の
老
人
が
村
を
出
て
峠
に
茶
店
を
構
え
た
話
が
語
ら
れ
て
い
る
の
も
、
喜
善

の
印
象
に
基
づ
く

と
思
わ
れ
る
。
「十
三
」
で
は
、
単
に

「峠
」
と
さ
れ
、
固
有
名
詞
は
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
地
理
的
環
境
を
念
頭
に
置
け
ぼ
、
土

淵

の
者
に
と
っ
て
、
「峠
」
と
言
え
ぼ
界
木
峠
だ

っ
た
と
解
釈
す
る
の
が
、
順
当
と
い
う
も
の
だ
ろ
う
。
『遠
野
物
語
』
を
読
む
時
は
、

「語
り
手
が
土
淵
出
身
の
佐
々
木
喜
善
」

で
あ
る
の
を
、
改
め
て
肝
に
銘
じ
る
べ
き
こ
と
を
、
「五
」
か
ら
汲
み
上
げ
た
と
言
う
べ
き

か
。

(53

)

界
木
峠
に
つ
い
て
は
、
那
須
が
位
置

・
呼
称
等
に
つ
き
、
検
討

の
必
要
が
有
る
と
述
べ
て
い
る
。
『遠
野
物
語
』
に
関
わ

っ
て
は
、

九

一
頁
に
掲
げ
る

「
三
七
」
で
、
境
木
峠

(界
木
峠
)
と
和
山
峠
が
別
物
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
、
疑
問
を
呈
す
る
の
で
あ
る
。
那
須

(
54
)

が
、
そ
の
根
拠
の

一
つ
と
す
る

「和
山
峠
の
記
」
を
掲
げ
よ
う
。

史
料
3

や
う
や
く
峠
に
至
る
。
雨
は
篠
を
束
ね
た
ら
ん
や
う
に
降
り
し
き
る
。
幾
ら
の
山
々
薄
墨
も
て
鮎
う
ち
た
ら
ん
こ
と
く
、
雲
の
底
に

包
ま
れ
て
、
東
の
海
い
つ
こ
と
も
た
し
か
な
ら
す
。
脚
も
と
よ
り
起
り
來
る
雲
に
道
を
譲
り
、
と
あ
る
巖
陰
に
息
を
や
す
む
。
　
々
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た
る
草
原
、
幾
筋
と
も
な
く
水
押
す
跡
の
く
ひ
こ
み
た
る
赤
砂
を
踏

つ
け

つ
・
ゆ
く
。
五
人
の
同
行
或
は
別
れ
或

は
行
逢
、
お
も
ひ

ー

に
足
の
向
ひ
た
ら
む
筋
を
別
々
に
下
る
。
い
つ
こ
に
落
合
ふ
と
も
さ
た
か
な
ら
さ
る
路
の
お
ほ
つ
か
な
さ
に
、
こ
な
た
行
く
も

の
あ

、
と

喚

へ
は
、

あ

な

た

行

く

も

の
お

＼
と

答

へ
、

か

た

み

に
聲

を

た

の

み

に
ゆ

く

。

(
55

)

那
須
は

「
こ
の
描
写
は
、
紀
行
文
全
体
と
山
の
よ
う
す
か
ら
み
て
、
界
木
峠
の
あ
る
山
で
あ
る
。
」
と
指
摘
す
る
。
こ
れ
を
受
け
、

「和
山
峠
の
記
」
に
拠
れ
ば

「界
木
峠
11
和
山
峠
」
と
な
る
と
な
れ
ば
、
界
木
峠
の
呼
称
問
題
は
更
に
複
雑
に
な
る
。
前
述
の
と
お
り
、

青
木
坂

・
熱
樂
境
木
坂

・
界
木
峠
の
三
つ
が
既
に
確
認
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ

へ
、
今
度
は
和
山
峠
が
加
わ
る
形
に
な

る
か
ら
で
あ
る
。

率
直
な
と
こ
ろ

「試
案
提
示
」
の
目
処
が
立
た
な
い
の
で
、
今
回
は
四
つ
が
有
る
の
を
認
識
す
る
に
留
め
、
「呼
称
は
ま
だ
あ
る
」
と

教
え
て
く
れ
た

「和
山
峠
の
記
」
が
、
前
近
代
の
旅
の
厳
し
さ
を
示
す
文
章
で
あ
る
こ
と
に
触
れ
て
お
こ
う
。
大
梅

一
行
の
旅
は
夏
に

行
わ
れ
、
盛
岡
か
ら
遠
野

へ
着
い
た
時
は
、
ま
だ
日
も
高
か

っ
た
が
、
大
槌
ま
で
は
遠
い
こ
と
、
辛

い
と
聞
く
和
山
峠
を
越
え
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
等
を
考
慮
し
て
、
遠
野
に
宿
を
と

っ
て
い
る
。
翌
未
明
に
出
発
す
る
が
、
麓
に
着
く
頃
雨
が
降
り
始
め
、
峠
越
え
は

史
料
3
の
と
お
り
の
厳
し
い
も
の
と
な

っ
た
。
大
槌
側
の
麓

へ
至
る
頃
に
は
ズ
ブ
濡
れ
と
な

っ
た
た
め
、
沿
道
の
家
で
休
ま
せ
て
も

ら

っ
た
と
こ
ろ
、
そ
こ
の
女
房
が

「そ
ん
な
に
濡
れ
て
寒
く
な
い
か
」
と
気
づ
か
っ
て
く
れ
て
い
る
。
界
木
峠
は
標
高
七
二
九
メ
ー
ト

(
56

)

ル
で
、
所
在
地
の
緯
度
も
高
い
か
ら
、
大
槌
街
道
は
、
夏
で
も
降
雨
時
に
は
寒
さ
で
体
調
を
崩
し
か
ね
な

い
、
危
険

と
背
中
合
わ
せ
の

道
だ

っ
た
の
が
、
伺
わ
れ
よ
う
。
史
料
3
に
は
、

一
行
五
人
が
、
雲
に
視
界
を
遮
ら
れ
、
声
を
掛
け
合

い
な
が
ら
進

む
様
子
が
描
か
れ

て
い
る
が
、
遭
難
を
防
こ
う
と
、
互
い
に
必
死
に
な

っ
て
い
る
姿
は
、
痛
々
し
い
と
言
う
ほ
か
は
無

い
。
柳
田
は

「
以
前
は
道
連
れ
と

(
57

)

い
ふ
も
の
が
、
何
よ
り
も
大
切
な
旅
行
機
関
で
、
そ
れ
が
無
い
時
に
は
大
き
な
男
で
も
不
安
を
抱

い
た
。
」
と
述
べ

て
い
る
が
、
「和
山

峠

の
記
」
は
、
柳
田
の
指
摘
を

「遠
野
を
舞
台
に
」
教
え
て
く
れ
る
、
貴
重
な
叙
述
だ
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
ち
な

み
に
、
柳
田
が
遠

野
を
訪
れ
た
の
は
、
大
梅

一
行
が
和
山
峠
を
越
え
た
文
政
十
年
か
ら
八
二
年
後
の
、
明
治
四
二
年
で
あ

っ
た
。

90



3

馬
背
輸
送

「遠野物語』の中の近世一交通 ・交易伝承を中心に一

ω

呼

称

1
で

「延
宝
九
年
当
時
、
遠
野
五
ケ
町
で
は
、

一
軒
平
均

一
・
五
頭
と
、
多
く
の
馬
が
飼
育
さ
れ
、
海
岸
部
か
ら

の
塩
輸
送
に
従
事

し

て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
」
と
述
べ
た
が
、
『遠
野
物
語
』
に
は
、
こ
れ
に
関
わ
る
話
も
含
ま
れ
て
い
る
。

九

菊
池
弥
之
助
と
云
ふ
老
人
は
若
き
頃
駄
賃
を
業
と
せ
り
。
笛
の
名
人
に
て
、
夜
通
し
に
馬
を
追
ひ
て
行
く
時
な
ど
は
、
よ
く

笛
を
吹
き
な
が
ら
行
き
た
り
。
あ
る
薄
月
夜
に
、
あ
ま
た
の
仲
間
の
者
と
共
に
浜

へ
越
ゆ
る
境
木
峠
を
行
く
と
て
、
又
笛
を
取
出
し

て
吹
き
す
さ
み
つ
・
、
大
谷
地
と
云
ふ
所
の
上
を
過
ぎ
た
り
。
大
谷
地
は
深
き
谷
に
て
白
樺
の
林
し
げ
く
、
其
下

は
葦
な
ど
生
じ
湿

り
た
る
沢
な
り
。
此
時
谷
の
底
よ
り
何
者
か
高
き
声
に
て
面
白
い
そ
ー
と
呼
は
る
者
あ
り
。

一
同
悉
く
色
を
失
ひ
遁
げ
走
り
た
り
と

云

へ
り
。

三
七

境
木
峠
と
和
山
峠
と
の
間
に
て
、
昔
は
駄
賃
馬
を
追
ふ
者
、
屡
狼
に
逢
ひ
た
り
き
。
馬
方
等
は
夜
行
に
は
大
抵
十
人
ぼ
か
り

も
群
を
為
し
、
そ
の

一
人
が
牽
く
馬
は

一
端
綱
と
て
大
抵
五
六
匹
ま
で
な
れ
ぼ
、
常
に
四
五
十
匹
の
馬
の
数
な
り
。
あ
る
時
二
三
百

ば
か
り
の
狼
追
ひ
来
り
、
其
足
音
山
も
ど
よ
む
ぼ
か
り
な
れ
ば
、
あ
ま
り
の
恐
ろ
し
さ
に
馬
も
人
も

一
所
に
集
ま

り
て
、
其
め
ぐ
り

に
火
を
焼
き
て
之
を
防
ぎ
た
り
。
さ
れ
ど
猶
其
火
を
踊
り
越
え
て
入
り
来
る
に
よ
り
、
終
に
は
馬
の
綱
を
解
き
之
を
張
り
回
ら
せ
し

に
、
穽
な
ど
な
り
と
や
思
ひ
け
ん
、
そ
れ
よ
り
後
は
中
に
飛
び
入
ら
ず
。
遠
く
よ
り
取
囲
み
て
夜
の
明
る
ま
で
吠
え
て
あ
り
き
と

そ
。

五

一

山
に
は
様
々
の
鳥
住
め
ど
、
最
も
寂
し
き
声
の
鳥
は
オ
ツ
ト
鳥
な
り
。
夏
の
夜
中
に
喘
く
。
浜
の
大
槌
よ
り
駄
賃
附
の
者
な

ど
峠
を
越
え
来
れ
ば
、
遙
に
谷
底
に
て
其
声
を
聞
く
と
云
へ
り
。
(後
略
)

右
掲
三
話
で
最
も
注
目
す
べ
き
言
葉
は

「駄
賃
」
で
、
「九
」
は
業
種
名
、
「
三
七
」
は

「馬
」
の
字
を
付
し
て
輸
送
を
担
う
馬
自
体

91



の
呼
称
、
「五

一
」
は
表
記
は

「駄
賃
附
」
だ
が

「九
」
と
同
じ
く
業
種
名
と
、
微
妙
な
違
い
が
見
出
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
明
治
後
期

の
遠
野
で
は
、
ど
れ
も
が
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
の
、
反
映
と
推
定
さ
れ
る
。
前
掲

「十
三
」
は

「駄
賃
の
徒
」
と

の
表
記
で
、
「九
」

「五

=

に
同
じ
く
業
種
名
と
解
さ
れ
よ
う
。
馬
背
輸
送
業
者
に
、
複
数
以
上
の
呼
称
が
有

っ
た
の
が
分
か
る
の
だ
が
、
『遠
野
市
史
第

(
58
)

三
巻
』
十
七
頁
が

「
"駄
賃
付
け
"、
あ
る
い
は

"だ
ん
ご
"
と
い
っ
た
」
と
、
更
に
は
註

(52
)
で
挙
げ
た
馬
背
輸
送
業
者
の
民
俗
誌

と
し
て
貴
重
な

『遠
野
物
語
を
ゆ
く
』
が

「駄
賃
づ
け
」
と
、
記
し
た
た
め
か
、
今
で
は

「駄
賃
付
」
を
用

い
る
こ
と
が
多
く
な
り
つ

つ
あ
る
よ
う
だ
。
明
治
期
の
生
活
世
界
に
は
幾

つ
か
有

っ
た
も
の
が
、
現
在
の
研
究
の
世
界
で
は

一
つ
に
集
約
化
さ
れ
つ
つ
あ
る
と
言

(
59

)

え
そ
う
な
の
だ
が
、
本
稿
は

「
『遠
野
物
語
』
の
中
の
近
世
」
だ
か
ら
、
近
世
史
料
11

『動
轄
愁
記
』
か
ら
用
例
を
抜
き
書
き
し
て
み

よ
う
。

(
60
)

史
料
4

諸
穀
彌
増
高
直
ゆ
ゑ
、
他
領
他
國
の
抜
口
へ
御
改
人
被
差
置
、
嚴
敷
御
差
留
被
成
候
問
、
駄
物
並
目
立
穀
物
出
す

べ
き
様
な
け
れ
ど

　

　

　

も
、
海
邊
は
別
て
高
直
ゆ
ゑ
、
往
來
の
旅
人
駄
賃
付
の
者
、
懐
挟
え
入
れ
商
責
致
合
引
績
不
申
候
、
(傍
点
胡
桃
沢
)

(
61
)

史
料
5

拙
者
儀
は
親
代
よ
り
手
作
を
第

一
と
致
し
、
若
年
よ
り
隙
々
に
は
駄
賃
等
に
参
り
、

一
信
に
家
業
の
事
の
み
心
を
用
ひ
、

「駄
賃
付
」
「駄
賃
」
が
共
に
確
認
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
『遠
野
物
語
』
成
立
の
百
年
程
前
11
近
世
後
期
に
お
い
て
も
、
『遠
野
物
語
』

に
見
ら
れ
る
の
と
、
似
た
り
よ

っ
た
り
の
状
況
が
展
開
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
留
意
す
べ
き
は

「駄
賃
付
」
で
、
こ
の
文
言

は
、
既
に
見
た
と
お
り
、
註

(
27
)
の

「本
道
所
こ
脇
道
井
駄
賃
附
」
、
『南
部
領
内
行
程
』
の

「御
在
所
中
道
規
紀
武
割
増
駄
賃
付
」

に
も
、
表
記
さ
れ
て
い
る
。
加
う
る
に
、
「本
道
所
こ
脇
道
井
駄
賃
附
」
「御
在
所
中
道
規
紀
武
割
増
駄
賃
付
」

の

「駄
賃
付
」
は
、
明

ら
か
に

『動
轄
愁
記
』
の

「駄
賃
付
」
と
は
、
意
味
合
い
を
異
に
す
る
。
こ
れ
は
、
「本
道
所
・・
脇
道
井
駄
賃
附
」
「御
在
所
中
道
規
紀

武
割
増
駄
賃
付
」
は
、
公
文
書
と
し
て
十
八
世
紀
半
ば
の
成
立
と
判
断
さ
れ
る
の
に
対
し
、
『動
轄
愁
記
』
は
、
私
記
と
し
て
十
九
世
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「遠野物語』の中の近世一交通 ・交易伝承を中心に一

紀
前
期
に
書
か
れ
た
と
見
ら
れ
、
「駄
賃
付
」
と
い
う
表
記
は
同
じ
で
も
、
年
代

・
記
載
背
景
が
違
う
こ
と
に
由
来
す
る
と
、
推
定
さ

れ

る
の
で
あ
る
。
十
八
世
紀
半
ば

の
時
点
で
、
「駄
賃
付
」
が
、
公
文
書
に
見
ら
れ
る
意
味
合

い
で
は
な
く
、
『動
轄
愁
記
』
『遠
野
物

語
』
と
同
じ
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
事
例
を
、
見
出
す
こ
と
は
出
来

て
い
な
い
。
『遠
野
古
事
記
』
に
は

「主
膳
殿
在
京
中
旅
宿
の
亭

(
62

)

主
所
の
小
荷
駄
難
病
を
得
」
と
の

一
文
が
有
る
。
京
都
の
旅
館
が
駄
馬
を
有
し
て
い
た
の
が
読
み
取
れ
る
が
、
「問
屋
店
が
駄
賃
付
け

(
63
)

(
64
)

を
抱
え
」
、
「駄
賃
づ
け
は
荷
主
で
あ
る
問
屋
商
人
か
ら
運
搬
だ
け
を
依
頼
さ
れ
る
の
が
多
く
」
、
と
の
記
述
を
踏
ま
え
る
と
、
駄
馬
の

就
業
形
態
は
遠
野
も
京
都
と
同
じ
と
、
受
け
取
れ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
『遠
野
古
事
記
』
成
立
の
宝
暦
年
間
に
は
、
遠
野
の
者
は
、

駄
馬
を

「小
荷
駄
」
と
表
記
し
、
「駄
賃
付
」
は
採

っ
て
い
な
い
、
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
「駄
賃
付
」
の
文
言
は
、

「本
道
所
こ
脇
道

井
駄
賃
附
」
「御
在
所
中
道
規
紀
武
割
増
駄
賃
付
」
の
意
味
合

い
が
先
に
あ
り
、
派
生
的
に
、
よ
り
後
年
、
『動
轄
愁

記
』
『遠
野
物
語
』

と
同
じ
意
味
で
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
の
流
れ
が
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
な

お
、
「後
年
は
何
時
か
」
に
関
わ

っ
て
、
『遠
野
市
史
第
二
巻
』
三
七

一
頁

・
『遠
野
市

史
第
三
巻
』
四

一
二
頁
に
は
、
「安
永
年
間
」
と
解
釈
出
来
る
文
章
が
有
る
が
、
根
拠

史
料
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。

②

活
動
形
態

『動
轄
愁
記
』
に
よ
り
、
「駄
賃
付
」
を
近
世
に
逆
上

っ
て
使
え
る

こ
と
が
確
認
さ
れ

た
の
で
、
本
稿
も
こ
れ
を
用
い
る
こ
と
と
す
る
が
、
前
掲
諸
先
行
研
究
に
よ
れ
ば
、
駄

賃
付
の
主
た
る
業
務
は
、
遠
野
を
は
じ
め
と
す
る
内
陸
部
か
ら
は
農
産
物
を
、
大
槌
を

は
じ
め
と
す
る
海
岸
部
か
ら
は
海
産
物
を
、
そ
れ
ぞ
れ
運
び
出
す
こ
と
に
あ

っ
た
。
森

に
よ
れ
ば
、
嘉
永

の
三
閉
伊
通
大
百
姓

一
揆

の
指
導
者
三
浦
命
助

は
、
天
保
年
間
か
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(
65
)

ら
、
大
槌
の
商
人
と
し
て
海
岸
部
対
内
陸
部
の
商
取
引
を
行

っ
て
い
た
と
い
う
。
史
料
4
の

「海
邊
は
別
て
高
直
ゆ

ゑ
、
往
來
の
旅
人

駄
賃
付
の
者
、
懐
挟
え
入
れ
商
費
致
合
」
は
、
駄
賃
付
が
、
命
助
の
よ
う
な
商
人
の
荷
物
を
運
ん
で
い
た
の
を
、
裏
付
け
る
。
史
料
4

は
、
内
陸
部
か
ら
海
岸
部

へ
の
穀
物
輸
送
を
示
す
も
の
だ
が
、
『動
轄
愁
記
』
に
は
、
海
岸
部
か
ら
内
陸
部

へ
の
輸
送
を
伺
わ
せ
る
記

述
も
見
出
さ
れ
た
。

(66
)

史
料
6

又
當
年
海
邊
大
漁
の
上
、
御
上
よ
り
魚
油
〆
方
御
差
留
、
魚
類

・
海
草

・
霜
敷
市

へ
出
で
、
諸
人
大
に
助
り
、
後

は
魚
汁
を
飯
碗
え

盛
り
、
飯
は
汁
椀
え
盛
り
給
候
程
、
下
直
ゆ
ゑ
、

菊
池
勇
夫
は
、
こ
の
史
料
か
ら

「内
陸
と
は
い
え
、
比
較
的
海
に
近
い
遠
野
で
は
、
海
産
物
が
救
荒
食
料
に
な

る
の
が
、
知
ら
れ

(
67
)

る
。
」
と
指
摘
す
る
。
確
か
に
そ
う
な
の
だ
が
、
『南
部
領
内
行
程
』
(史
料
2
)
に
、
仙
人
峠
は

「波
抜
坂
四
里
、
難
処
」
、
界
木
峠
は

(
68
)

「青
木
坂

一
里
半
、
大
難
処
」
と
、
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
「彩
敷
市

へ
出
で

(中
略
)
下
直
ゆ
ゑ
」
と
の
状
況
に
す
る
た
め
に

は
、
か
な
り
の
労
力
を
惜
し
ま
ず
、
海
岸
部
か
ら
内
陸
部

へ
の
輸
送
が
整
然
と
行
わ
れ
る
の
が
、
大
前
提
と
な
る
。
非
常
事
態
時
に
そ

れ
が
出
来
た
と
い
う
こ
と
は
、
す
な
わ
ち
、
日
常
的
な
輸
送
態
勢
が
し

っ
か
り
整
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
だ
と
、
解
釈
出
来
る
の
で
あ

る
。
「問
屋
店
が
駄
賃
付
け
を
抱
え
」
て
い
た
の
は
、
前
述
の
と
お
り
だ
が
、
こ
の
状
態
は
組
織
化
が
し
や
す
い
。
「駄
賃
付
」
が
、
呼

称
と
し
て
確
認
出
来
る
よ
う
に
な
る
時
代
の
、
史
料
を
見
出
す
こ
と
は
叶
え
ら
れ
て
い
な

い
が
、
馬
背
輸
送
は
、
相
当
な
組
織
の
下
で

行
わ
れ
て
い
た
と
、
判
断
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

『遠
野
物
語
』

「九
」

「三
七
」

「五

一
」
の
駄
賃
付
は
、
「夜
行
」
が
共
通
し
て
い
る
。
夜
行
が
多
用
さ
れ
た
の
は
、
海
岸
部
か
ら

(
69
)

内
陸
部

へ
向
か
う
際

「生
魚
を
陽
に
あ
て
た
く
な
い
」
か
ら
で
あ
る
。
駄
賃
付
に
は
男
女
共
に
従
事
し
た
が
、
夜
行

は
男
の
み
で
、
女

(
70
)

は
し
な
か

っ
た
と
い
う
。
海
岸
部
か
ら
発
送
さ
れ
た
魚
荷
は
、
遠
野
向
け
の
も
の
だ
け
で
な
く
、
盛
岡
行
き
の
も
の
も
有

っ
て
、
こ
れ

は
、
城
下
街
の
出
入
口
の
五
十
集
荷
物
改
所
で
、
検
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
入
荷
先
に
よ
り
、
宮
古
荷

・
野

田
荷

・
遠
野
荷
な
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(
71

)

ど
と
呼
ば
れ
た
が
、
「遠
野
荷
」
は
経
由
地
に
由
来
す
る
呼
称
で
あ
る
。
「盛
岡
御
領
内
大
道
筋
記
」
に
よ
れ
ぼ
、
盛
岡

横
田
は
十
四

里
半
で
、
大
槌

・
釜
石
-
横
田
が
十
里
の
、

一
・
五
倍
の
距
離
と
な
る
か
ら
、
魚
荷
送
付
所
要
時
間
は
、
海
岸
部
か
ら
遠
野
ま
で
の
も

の
に
比
べ
、
遠
野
荷
は
か
な
り
長
く
な
る
。
加
え
て
、
盛
岡
で
は
宮
古
荷

・
野
田
荷
と
競
売
に
な
る
の
だ
か
ら
、
鮮
度
を
少
し
で
も
良

く
す
る
工
夫
は
必
須
で
、
そ
れ
が
夜
行
に
繋
が

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
馬
の
夜
行
に
関
わ
る
史
料
を
掲
げ
よ
う
。

(
72
)

史
料
7

一

馬
次
宿
之
御
條
目

一

夜
通
は
荷
な
し
な
り
共
本
駄
賃
と
同

天
和
元
年
十
月

(
73

)

史
料
8

一

三
町
二
而
相
勤
候
御
傳
馬

是
迄
月
末
を

一
日
市
町
二
而
相
勤
御
夫
傳
馬
繋
ク
闇
夜
之
瑚
迷
惑
仕
候
間

明
年
与
壱
ケ
年
宛
替

リ
/
＼
三
町
二
而

月
末
を
相
勤
候
様
二
六
日
町
新
町
江
も
被
仰
付
被
下
度
奉
願
上
候

(
74
)

馬
は
暗
闇
で
も
目
が
見
え
る
か
ら
、
人
は
、
馬
の
尾
に
つ
か
ま

っ
て
い
れ
ぼ
、
灯
を
持
た
な
く
と
も
、
歩
行
は
可
能
で
あ
る
。
夜
行

が
可
能
な
所
以
で
、
近
世
前
期
か
ら

「夜
通
」
が
公
認
さ
れ
て
い
た
の
を
、
史
料
7
か
ら
知
る
こ
と
が
出
来
る
が
、
「近
世
史
概
観
」

で
述
べ
た
と
お
り
、
延
宝
期
に
は
遠
野
五
町
で
輸
送
用
の
馬
が
多
数
飼
育
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
駄
賃
付
は
夜
行
を
し
て
い
た
と
考

え

て
良
い
だ
ろ
う
。
史
料
8
か
ら
読
み
取
る
べ
き
は

「月
明
か
り
の
重
要
性
」
で
あ
る
。
『遠
野
物
語
』

「九
」
で
は
、
「あ
る
薄
月
夜

に
」
と
の
表
現
が
な
さ
れ
、
馬
は
と
も
か
く
、
人
に
と

っ
て
は

「夜
行
は
月
夜
が
好
都
合
」
で
あ
る
の
を
伺
わ
せ
る
。
史
料
8
は
、

こ

の
事
を
、
よ
り
直
接
平
地
人
に
伝
え
る
内
容
で
、
「伝
馬
の
当
番
が
月
末
11
新
月
で
闇
夜
」
な
の
は
馬
を
扱
う
者
に
は
難
儀
だ
と
、
「
月

明
か
り
の
有
無
」
が
当
時
は
重
要
事
項
で
あ

っ
た
こ
と
を
、
教
え
て
く
れ
る
。
駄
賃
付
も
、
事
情
は
伝
馬
に
同
じ
と
推
定
さ
れ
、
「陽

は
避
け
た
い
が
月
明
か
り
は
欲
し
い
」
と
の
、
独
特
な
バ
ラ
ン
ス
を
求
め
る
存
在
で
あ

っ
た
。
夜
行
は

「遠
野
荷
」
対
策
だ
が
、
消
費
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地

で
の
呼
称
が
、
産
地
名
で
は
な
く
経
由
地
名
な
の
は
遠
野
の
専
売
で
は
な
く
、
同
類
事
例
と
し
て

「飛
騨
鱒
」

(
76
)

近
代
的
交
通
体
系
下
の
時
代
、
遠
野
は
物
資
中
継
地
と
さ
れ
て
い
た
が
、
飛
騨
高
山
も
そ
れ
は
同
じ
で
あ

っ
た
。

付
さ
れ
る
の
は
、
流
通
路
に
お
い
て
、
そ
の
地
が
要
所
で
あ
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
か
。

(
75
)

が
挙
げ
ら
れ
る
。
前

商
品
に
経
由
地
名
が

㈹

活
動
環
境

『遠
野
物
語
』
「
三
七
」
に
よ
れ
ぼ
、
夜
行
を
主
と
す
る
駄
賃
付
に
と

っ
て
、
最
大

の
危
険
因
子
は
狼
で
あ
っ
た
。
盛
岡
藩
内
に
お
け

(
77
)

る
狼
の
被
害
を
検
討
し
た
菊
池
勇
夫
は
、
狼
が
夜
行
性
で
あ
る
の
を
指
摘
し
て
い
る
。
駄
賃
付
に
採
れ
る
対
策
は
、

一
本
の
麻
縄
を
結

(
78
)

ん

で
作
る
タ
テ
ゴ
を
、
馬
の
頭
部
か
ら
顔
面
に
装
着
し
、
そ
こ
へ
鳴
輪
を
吊
し
て
音
を
響
か
せ
る
こ
と
で
あ

っ
た
。
音
で
人
と
馬
の
位

置
を
狼
に
知
ら
せ
、
近
づ
か
ぬ
よ
う
敬言
告
を
し
た
の

建
「

攣

,粋
・:鑑 声 ㌶

礎 〆準 ・鋤 ぜ

ノ ・＼謡 執 漁

.:"一?,?欝

駕 姦避藝一_之 虻噌

写真5狼 の碑 遠野市宮守1975年 撮影

で
あ
る
。
『遠
野
物
語
』
「九
」
か
ら

は
、
駄
賃
付
の
な

か
に
、
笛
を
吹
き
な
が
ら
歩
く
者

が
居
た
の
が
知
ら

れ
る
が
、

こ
れ
も
音
を
響
か
せ
る
行
為
で
あ
る
か
ら
、

狼
対
策
が
主
眼
で
、
風
流
心
か
ら
と
い
う
長
閑
な
行

為
で
は
な
か

っ
た
ろ
う
。
『遠
野
古
事
記
』
に
は

「狼

駆
除
は
手
柄
」
と
の
記
述
が
な
さ
れ

て
い
る
。

(
79

)

史
料
9

瞼
岨
の
山
路
或
は
地
形
に
高
下
有
て
足
場
の
悪
敷

野
道
を
も
、
足
下
を
見
る
間
も
な
く
先
え
急
き
走

廻
る

(中
略
)
疵
負

の
狂
ひ
猪

・
熊

・
狼
の
猛
獣
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に
行
逢
て
、
組
留
切
留
手
柄
を
せ
ん
と
働
ク
に
は
、
丈
夫
の
刀
脇
指
を
頼
む
よ
り
外
な
き
物
を
、
延
寳
年
中
の
公
方
様
殺
生
御
停
止

の
被
仰
出
以
來
、
諸
大
名
も
御
鷹
野

・
鹿
猟
被
相
止
候

こ
こ
に
は

「延
寳
年
中
の
公
方
様
殺
生
御
停
止
」
と
書
か
れ
て
い
る
が
、
幕
府
が
生
類
憐
み
令
を
出
す
の
は
貞
享

四
年
で
あ
る
。
た

だ
、
延
宝
八
年
の
綱
吉
将
軍
宣
下
の
二
年
後
の
、
天
和
二
年
に
鷹
師
の
大
量
減
員
が
行
わ
れ
、
憐
み
令
の
影
が
チ
ラ
ツ
キ
始
め
て
い
た

こ
と
か
ら
、

つ
い

「延
寳
」
と
書
い
た
と
い
う
と
こ
ろ
か
。
重
要
な
の
は
、
前
述
の
と
お
り
、
延
宝
九
年
11
天
和
元
年
に
は
、
駄
賃
付

の
夜
行
が
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
、
殺
生
御
停
止
11
狼
駆
除
停
止
と
な
れ
ぼ
、
危
険
の
度
合
が
著
し
く
高
ま

っ
て
し
ま

う

の
で
あ
る
。
狼
と
の
遭
遇
を
避
け
る
方
策
と
し
て
最
も
効
果
的
な
の
は
、
昼
行
に
切
り
替
え
る
こ
と
だ
が
、
そ
れ
で
は
魚
の
鮮
度
に

悪
影
響
を
及
ぼ
し
て
し
ま
う
。
史
料
7
の
と
お
り

「夜
通
」
は
公
認
す
る

一
方
で
、
こ
れ
を
行
う
際
の
危
険
因
子
の
増
加
に
繋
が
る
法

令
を
出
す
と
の
、
支
配
者
の
身
勝
手
を
、
当
時
の
駄
賃
付
は
忍
ぼ
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
か

っ

雛
写真6仙 人峠への道

た
。
『遠
野
物
語
』
「三
七
」
の
内
容
は
稀
な
ケ
ー
ス
と
し
て
示
さ
れ
た
よ
う
に
思
え
る
が
、

綱
吉
在
任
中

の
時
代
は
か
か
る
事
態
が
常
態
化
し
、
駄
賃
付
は
陸
上
を
行
く
に
も
か
か
わ

(
80

)

ら
ず
、
風
任
せ
の
航
海
に
臨
む
船
乗
り
同
様
の
大
き
な
不
安
を
抱
き
つ
つ
、
輸
送
を
行

っ

て
い
た
の
か
も
し
れ
な

い
。
詰
ま
る
と
こ
ろ
は
神
頼
み
で
、
那
須
は
、
狼
か
ら
の
難
を
避

(
81
)

け
る
た
め
、
狼
の
神
で
あ
る
三
峯
山
が
各
地
に
祠
ら
れ
た
と
述
べ
て
い
る
。

「盛
岡
御
領
内
大
道
筋
記
」
『南
部
領
内
行
程
』
は
、
仙
人
峠

・
界
木

峠
は

「
雪
中
牛
馬

不
通
」
と
し
て
い
る
。

一
方
、
『
大
槌
町
史
上
巻
』

一
一
八
九
頁
は
、
冬
季
も
五
十
集
物

が
内
陸
部

へ
送
ら
れ
て
い
た
と
、
受
け
取
れ
る
記
述
を
し
て
い
る
が
、
送
付
自
体
は
、
註

75
の
拙
著
に
見
る
と
お
り
、
積
雪
季
の
山
間
地
帯
で
も
可
能
で
あ
る
。

問
題
は
担
い
手
は

ど
う
だ

っ
た
の
か
だ
が
、
こ
れ
を
教
え
て
く
れ
る
近
世
史
料
は
見
出
し
え
て
い
な
い
。
明
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(82

)

治
末
期
か
ら
大
正
中
期
に
か
け
て
は
、
菊
池
照
雄
に
よ
れ
ば
、
界
木
峠
は
積
雪
期
も
駄
賃
付
が
通

っ
て
い
た
。
昭
和
期
は
、
『釜
石
市

(83

)

文
化
財
調
査
報
告
書

第
十

一
集

歴
史
の
道

「仙
人
峠
」
』

一
四
九
頁
が
、
仙
人
峠
茶
屋
が
積
雪
期
も
営
業
し
て

い
た
の
を
伺
わ
せ

る
。
よ

っ
て
こ
こ
で
は
、
遠
野
-
海
岸
部
の
積
雪
地
帯
の
輸
送
に
つ
い
て
は
、
近
世
中
期
ま
で
は
人
力
に
限
ら
れ
た
が
、
そ
れ
以
降
明

治
末
期
ま
で
の
ど
こ
か
の
時
点
で
駄
賃
付
も
行
う
よ
う
に
な

っ
た
、
と
の
大
雑
把
な
想
定
を
し
て
お
く
こ
と
と
し
よ
う
。

駄
賃
付
の
民
俗
誌
と
し
て
貴
重
な

『遠
野
物
語
を
ゆ
く
』
は
、
菊
池
照
雄
が
経
験
者
か
ら
直
接
話
を
聞
き
取

っ
た
も
の
で
あ
る
か

ら
、
内
容
に
は
迫
力
が
有
る
。
菊
池
の
聞
き
取
り
ほ
ど
詳
細
で
は
な
い
が
、
小
島
大
梅
が
仕
事
と
し
て
の
駄
賃
付
の
厳
し
さ
を
伝
え
る

一
文
を
残
し
て
お
り
、
近
世
の
文
章
で
は
他
に
類
例
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
、
こ
れ
を
掲
げ
て
お
こ
う
。

(
84
)

史
料
10

茶
店
二
軒
あ
り
。
行
李

つ
け
た
る
赤
馬
の
物
云
は
ね
と
泡
を
は
み
汗
を
流
す
さ
ま
、
さ
そ
と
憐
を
催
す
。
馬
士
の

い
つ
ち
行
け
む
走

り
行
て
、
や
か
て
草

一
握
り
は
か
り
も
て
來
て
、
轡
を
は
つ
し
清
水
に
つ
け
、
草
飼
ひ
介
抱
す
る
さ
ま
、
誠
人
に
鬼
は
あ
ら
さ
り
け

り
。

こ
れ
は
史
料
3
に
続
く
部
分
で
、
界
木
峠
を
大
槌
側
に
下

っ
た
所
に
お
け
る
描
写
で
あ
る
。
昼
行
で
、
馬
の
状
況

か
ら
峠
を
越
え
た

後
と
見
ら
れ
、
遠
野
か
ら
大
槌
を
目
指
す
駄
賃
付
と
判
断
さ
れ
る
。
荷
物
は
行
李
詰
め
で
、
中
身
は
分
か
ら
な

い
が
、
進
行
方
向
か
ら

(
85

)

し

て
、
海
産
物

で
は
な
い
だ
ろ
う
。
「赤
馬
」
は
イ
メ
ー
ジ
出
来
な
い
が
、
菊
地
に
よ
れ
ぼ
駄
賃
付
は
南
部
駒
で
あ
る
。
馬
が
、
発
汗

(
86
)

は
と
も
か
く
、
泡
を
吹
い
て
い
る
の
は
、
峠
越
え
の
際
の
体
力
消
耗
の
激
し
さ
を
物
語
る
。
轡
は
、
こ
こ
で
は
ク
ツ
ゴ
を
指
す
と
見
ら

れ
、
ク

ツ
ゴ
は
道
草

・
噛
み

つ
き
防
止

の
た
め
馬
の
口
に
嵌
め
る
が
、
丁
度
昼
食
時
間
帯
に
か
か
り
、
通
行
者
が
寄

っ
て
く
る
茶
店

で
、
馬
方
が
、
こ
れ
を
外
し
て
い
る
の
は
、
周
囲
の
人
に
噛
み
つ
く
危
惧
が
無
い
ほ
ど
疲
れ
て
い
る
の
を
、
察
し
た
か
ら
だ
と
思
わ
れ

る
。
馬
方
は
、
走

っ
て
草
刈
り
に
行
き
、
餌
と
し
て
与
え
て
い
る
が
、
お
そ
ら
く
、
自
分
の
食
事
を
後
回
し
に
し
て
、
ま
ず
は
馬
の
体

力

回
復
を
図

っ
て
い
る
。
大
梅
は
馬
方
の
振
る
舞
い
に
感
心
し
て
い
る
が
、
馬
の
体
力
維
持
を
第

一
に
心
掛
け
な
け

れ
ば
、
駄
賃
付
は
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務
ま
ら
な
か

っ
た
の
が
伺
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に
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『遠
野
物
語
』
の
中
の
近
世
で
、
「2

道
と
峠
」
に
関
わ

っ
て
、
「五
」
の
笛
吹
峠

の
叙
述
が
、
当
時
の
柳
田
の
関
心
が
反
映
さ
れ

る
形
で
な
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
、
気
付
か
さ
れ
た
こ
と
は
大
き
い
。
『遠
野
物
語
』
の
読
者
に
訴
え
た
い
の
は
、
気
付
く
要

因

と
な
る
筆
者
の
作
業
が
、
民
俗
学
的
手
法
で
は
な
く
、
史
料
に
拠
る
検
討
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
『遠
野
物
語
』
は
、

一
見
、

伝
承
が
そ
の
ま
ま
綴
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
た
だ
、
少
な
く
と
も

「
五
」
は
そ
う
で
は
な
く
、
柳
田
の
思
想
が
巧
み
に
折
り
込

ま
れ
る
形

で
書
か
れ
て
い
る
、
可
能
性
が
高

い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
お
そ
ら
く

『遠
野

写真7牛 の絵馬 荒川駒形神社

物
語
』
全
体
に

一
貫
し
て
い
る
と
予
想
さ
れ
る
が
、
そ
の
具
体
的
な
検

証
は
、
「五
」
だ

け
で
も
か
な
り
の
手
間
を
か
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
者
に
は
、
お
よ
そ
な
し
う
る
こ

と
で
は
な
い
。
と
い
う
よ
り
、
歴
史
学
的
検
証
し
か
出
来
な
い
者
の
、
手
に
は
余
る
の
で

あ

っ
て
、
相
当
数
の
学
問
分
野
の
者
が
、
手
分
け
し
て
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
、
到
底
全
体

(
87
)

像
の
把
握
は
覚
束
な

い
だ
ろ
う
。
「稀
れ
な
人
物

の

一
人
」

の

『遠
野
物
語
』
は
手
強

い

の
で
あ
る
。

「
3

馬
背
輸
送
」
に

つ
い
て
も
、
右
記
の
こ
と
は
伺
わ
れ
る
が
、

こ
こ
で
は
、
交
通

史
研
究
そ
の
も
の
に
関
わ
る
こ
と
に
触
れ
て
お
き
た
い
。
『
街
道
の
日
本
史
5

三
陸
海

岸
と
浜
街
道
』

一
一
〇
頁
が
、
「沿
岸
部
と
内
陸
部
を
結
ぶ
北
上
高
地

を
越
え
る
道
は
、

閉
伊

(宮
古
)
街
道
と
遠
野
街
道
以
外
は
も

っ
ぱ
ら
牛
が
用
い
ら
れ
た
。」
と
、
指
摘
し
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て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
実
際
、
註
58
に
挙
げ
た
拙
稿
も
、
「南
部
は
牛
輸
送
」
を
前
提
に
し
て
お
り
、
『遠
野
物
語
』
「
三
七
」
に

「駄
賃

馬
」
と
出
て
く
る
の
は
、
実
は
南
部
で
は
少
数
派
な
の
だ
が
、
『遠
野
物
語
』
の
発
信
力
の
大
き
さ
が
、
南
部
の
畜
力
輸
送
の
実
態
を

見

え
に
く
く
し
て
し
ま

っ
て
い
る
。
た
だ
、
遠
野
が
少
数
派
に
な
っ
た
理
由
は
、
管
見
の
限
り
で
は
こ
れ
ま
で
説
明

さ
れ
て
お
ら
ず
、

自
身
に
も
分
か
ら
な
い
。
か
か
る
状
況
下
、
重
要
事
項
と
認
識
す
べ
き
は
、
馬
が
魚
を
運
ん
で
い
た
こ
と
で
あ
る
。
鮮
度
保
持
の
た

(
88
)

め
、
気
温
が
高
め
の
西
日
本
で
は
避
け
ら
れ
た
、
馬
の
魚
輸
送
の
事
例
は
、
陸
奥
最
南
端
で
も
確
認
し
て
い
る
。
寒
冷
な
東
北
太
平
洋

側

に
お
い
て
は
、
普
遍
的
に
行
わ
れ
て
い
た
可
能
性
が
有
る
と
、
認
識
す
べ
き
だ
ろ
う
。
と
い
う
次
第
で
、
遠
野
は
例
外
的
な

「駄
賃

馬
」
だ

っ
た
の
だ
が
、
「盛
岡
御
領
内
大
道
筋
記
」
に
は

「皮
抜
山
坂
四
里
難
所
雪
中
牛
馬
不
通
、
青
木
坂
壱
間
半

雪
中
牛
馬
不
通
」

(
89
)

と
、
「牛
馬
」
が
併
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
受
け
る
か
の
よ
う
に
、
森
が

「三
浦
命
助
は
牛
で
塩
を
運
ん
だ
」、

『釜
石
市
文
化
財
調

査
報
告
書

第
十
七
集

歴
史
の
道

「笛
吹
街
道
と
大
槌
街
道
」
上
巻
』

一
七
四
頁
が

「笛
吹
峠
付
近
の
急
坂
を

「牛
こ
ろ
ぼ
し
」
と

呼
ぶ
」
と
、
述
べ
て
い
る
。
ど
う
や
ら
、
遠
野
の
畜
力
輸
送
は
、
全
て
が
馬
だ

っ
た
の
で
は
な
く
、
牛
も
使
わ
れ
る
場
面
が
有

っ
た
ら

し

い
。
交
通
史
専
攻
者
で
あ
れ
ぼ
、
「
3

畜
力
輸
送
」
と
す
べ
き
だ

っ
た
の
だ
ろ
う
が
、

つ
い

「3

馬
背
輸
送
」
と
し
た
の
は
、

『遠
野
物
語
』
の
発
信
力
の
大
き
さ
に
、
自
身
、
目
が
眩
ん
だ
か
ら
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

100

註
1432

『遠
野
物
語
』
初
版
本
は
、
明
治
四
三
年
六
月
に
刊
行
さ
れ
、
現
在
こ
れ
を
収
め
た
本
は
複
数
以
上
有
る
が
、
今
回
は

『柳
田
國

男
全
集
』
第
二
巻

(
一
九
九
七
年
十
月
)
を
使
用
す
る
。

『柳
田
國
男
全
集
』
第
二
巻
九
～
十
頁

細
井
計
編

『街
道
の
日
本
史
6

南
部
と
奥
州
道
中
』
(二
〇
〇
二
年
五
月
)
二
〇

一
頁

『柳
田
國
男
全
集
』
第
二
巻
十
頁
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瀧
本
壽
史

・
名
須
川
溢
男
編

『街
道
の
日
本
史
5

三
陸
海
岸
と
浜
街
道
』
(二
〇
〇
四
年
十
二
月
)
六
九
頁

『街
道
の
日
本
史
6

南
部
と
奥
州
道
中
』

一
〇
八
頁

『岩
手
県
史
第
五
巻
近
世
篇
2
』
(昭
和
三
八
年
二
月
)
八

一
頁

同
右
八
四
頁

同
右

一
一
四
～

一
一
七
頁

同
右
四
八

一
頁

『街
道
の
日
本
史
6

南
部
と
奥
州
道
中
』

一
一
〇
頁

『遠
野
市
史
第
二
巻
』
(昭
和
五
十
年
十

一
月
)

一
五
四
頁

同
右
二
二
四
～
二
二
五
頁

同
右

一
四
五
頁

同
右
三
六
七
頁

同
右
三
六
六
～
三
六
九
頁

同
右
三
七
頁

同
右
三
六
九
～
三
七
〇
頁

『大
槌
町
史
上
巻
』
(昭
和
四

一
年
五
月

平
成
三
年
五
月
復
刻
版
)
八
四
四
頁

『岩
手
県
史
第
十

一
巻
民
俗
篇
』
(昭
和
四
十
年
十

一
月
)
四
二
六
頁
は

「終
戦
後

「塩

一
升
に
米

一
升
」
と
い
う
交
換
率
が
あ

っ

た
が
、

こ
れ
は
藩
政
時
代
か
ら

い
い
な
ら
わ
さ
ら
れ
て
き
た
こ
と
で
あ

っ
た
。」
と
、
述
べ
て
い
る
。
塩
の
重
要
性
を
表
し
て

い
る
と
言
え
る
が
、
『遠
野
物
語
拾
遺
』
二
七
八
は

「与
作
塩
」
の
話
で
あ
る
。

『遠
野
市
史
第
二
巻
』
三
七

一
頁
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『南
部
藩
百
姓

一
揆
の
研
究
』
(昭
和
十
年
)

『森
嘉
兵
衛
著
作
集
第
七
巻
』
(
一
九
七
四
年
十
二
月
)
九

一
頁

同
右
九
二
頁

宇
夫
方
廣
隆
撰
著

宝
暦
十
三
年

『南
部
叢
書
』
(四
)

昭
和
四
六
年

一
月

『南
部
叢
書
』
(四
)
三
六
九
頁

『宿
場
と
街
道
-
五
街
道
入
門
1
』
(昭
和
六

一
年
十
二
月
)
六
九
頁

岩
手
県
立
図
書
館
所
蔵
。
横
帳
の
、
初
め
に

「盛
岡
御
領
内
大
道
筋
記
」
が
、
次
に

「本
道
所
・
・脇
道
井
駄
賃
附
」
が
、
そ
れ

ぞ
れ
記
載
さ
れ
て
い
る
。
年
代
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
「盛
岡
御
領
内
」
の
文
言
か
ら
、
江
戸
時
代
の
も

の
と
判
断
さ
れ
る
。

児
玉
幸
多
編

『
日
本
交
通
史
』
(平
成
四
年
十

一
月
)
二
一
=

頁

『定
本
柳
田
國
男
集
』
第
二
巻

昭
和
三
七
年

一
月

九

一
頁
に
掲
げ
る

「
三
七
」
に
は

「境
木
峠
と
和
山
峠
の
間
に
て
」
と
の
記
述
が
有
る
。

コ

ニ
」
に

「土
淵
村
山
口
に
新
田
乙
蔵
と
云
ふ
老
人
あ
り
。
」
と
あ
る
。

「
こ
の

一
里
も
小
道
な
り
」
と
の
註
書
き
が
あ
る
。

「ウ
ド
と
は
両
側
高
く
切
込
み
た
る
路
の
こ
と
な
り
東
海
道
の
諸
国
に
て
ウ
タ
ウ
坂
謡
坂
な
ど

い
ふ
は
す
べ
て
此
の
如
き
小
さ
き

切
通
し
の
こ
と
な
ら
ん
」
と
の
註
書
き
が
あ
る
。

柳
田
は

「境
木
峠
」
と
表
記
し
て
い
る
が
、
現
在
の
地
図
に
は

「界
木
峠
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
本
稿
も

「界
木
峠
」

と
表
記
す
る
。

『岩
手
の
峠
』
(平
成
三
年
四
月
)

=
二
五
～

=
二
六
頁

『岩
手
県
文
化
財
調
査
報
告
書

第
六
十
四
集

大
槌

・
釜
石
街
道
』
(昭
和
五
六
年
三
月
)
六
頁

那
須
は

「鵜
住
居
街
道
」
を
呼
称
と
し
て
い
る
が
、
他
書
は

「笛
吹
街
道
」
と
す
る
も
の
が
多
く
、
峠
名
と
合
致
す
る
こ
と
か
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ら
、
本
稿
で
も

「笛
吹
街
道
」
を
使
用
す
る
。

『岩
手
の
峠
』

=
二
六
頁

六
七
七
～
六
七
八
頁

昭
和
五

一
年
五
月

一
七
六
頁

平
成
四
年
三
月

『街
道
の
日
本
史
6

南
部
と
奥
州
道
中
』
二
〇
七
頁

『柳
田
國
男
全
集
』
第
二
巻
十
頁

岩
手
県
立
図
書
館
所
蔵
。
竪
帳
。
年
代
は
記
さ
れ
て
い
な

い
が
、
「南
部
領
内
」

の
文
言
か
ら
、
江
戸
時
代

の
も
の
と
判
断
さ

れ
る
。

共
に
盛
岡
市
公
民
館
所
蔵
だ
が
、
筆
者
が
閲
覧
し
た
の
は
、
『三
閉
伊
道
中
図
』
は
遠
野
城
下
町
資
料
館
に
複
製
展
示
さ
れ
て

い
る
も
の
、
『三
閉
伊
路
程
記
』
は
岩
手
県
立
図
書
館
所
蔵
の
写
本
、
で
あ
る
。

『岩
手
の
峠
路
-
地
図
か
ら
消
え
た
旧
道
1
』
(平
成
十
三
年
十

一
月
)

一
四
六
頁

『南
部
叢
書

(五
)
』
(昭
和
四
六
年
二
月
)
二
〇
三
頁

『南
部
叢
書

(五
)
』

一
～
三
頁

『岩
手

の
峠
路
-
地
図
か
ら
消
え
た
旧
道
1
』

一
四
六
頁
が

「近
世
界
木
峠
は
ア
ツ
ラ
ク
坂
な
ど
と
呼
ぼ
れ

て
い
た
」
と
述
べ

て
い
る
の
は
、
『邦
内
郷
村
志
』
に
記
載
さ
れ
て
い
る

「熱
樂
境
木
坂
」
の
呼
称
と

一
致
す
る
。

『釜
石
市
文
化
財
調
査
報
告
書

第
十
七
集

歴
史
の
道

「笛
吹
街
道
と
大
槌
街
道
」
上
巻
』

一
七
四
頁

「笛
吹
峠
を
越
え
る
と
必
ず
山
男
山
女
に
出
会
う
」
の

一
文
が
、
柳
田
に
は
必
須
だ

っ
た
と
思
わ
れ
、
そ
の
前
提
と
し
て
、
峠
の

こ
と
は

「
五
」
の
ご
と
く
描
か
れ
た
と
、
筆
者
は
推
定
し
て
い
る
。

『街
道
の
日
本
史
6
南
部
と
奥
州
道
中
』
二
〇

一
頁

103



5453525857565568676665646362616059

菊
池
照
雄

『遠
野
物
語
を
ゆ
く
』
(
一
九
九

一
年
七
月
)
六
三
頁

『岩
手
の
峠
路
-
地
図
か
ら
消
え
た
旧
道
1
』

=
二
七
～

一
四
七
頁

小
島
大
梅

文
政
十
年
。
弘
化

三
年
成
立
の

『
大
梅
居
士
文
集
』

に
収
め
る
。
『
南
部
叢
書

(十
)』
(昭
和

四
六
年
七
月
)

一
七
三
頁

『岩
手
の
峠
路
-
地
図
か
ら
消
え
た
旧
道
1
』

一
四
〇
頁

『岩
手
の
峠
』

一
四
六
頁

『明
治
大
正
史

世
相
篇
』
(昭
和
六
年

一
月
)

『定
本
柳
田
國
男
集
』
二
四
巻

(昭
和
三
八
年
三
月
)
二
二
五
頁

小
本
街
道

の
牛
輸
送
が

「ダ
ン
コ
ヅ
ケ
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
拙
稿

「南
部
牛
追
い
の
伝
承
-
小
本
街
道
を
事
例
と
し
て
ー
」

『民
俗
文
化
』
十

一
号

平
成
十

一
年
三
月

筆
者
不
明
。
天
明

・
文
化
の
飢
饅
が
並
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
成
立
は
十
九
世
紀
前
期
と
思
わ
れ
る
。

「天
明
三
卯
年
凶
作
之
記
」
『南
部
叢
書

(四
)
』
三
二
一二
～
三
二
四
頁

「文
化
十
年
癸
酉
不
作
記
」
『南
部
叢
書

(四
)
』
三
三
九
頁

『南
部
叢
書

(四
)
』
四
六

一
頁

遠
野
市
立
博
物
館
編

『馬
と
く
ら
し
』
(平
成
二
年
三
月
)
五
二
頁

『遠
野
物
語
を
ゆ
く
』
六
七
頁

『森
嘉
兵
衛
著
作
集
第
七
巻
』
五
〇
八
～
五
〇
九
頁

「天
明
三
卯
年
凶
作
之
記
」
『南
部
叢
書

(四
)
』
一三

=

～
三
二
二
頁

『東
北
か
ら
考
え
る
近
世
史

環
境

・
災
害

・
食
料
、
そ
し
て
東
北
史
像
』
(
二
〇

一
二
年
六
月
)
二
四
三
頁

界
木
峠
に
つ
い
て
は

「和
山
峠
の
記
」
の
描
写

(史
料
3
)
か
ら
も

「大
難
処
」
で
あ
る
の
が
分
か
る
。

104



「遠野物語』の中の近世一交通 ・交易伝承を中心に一

737271706983828180797877767574

『遠
野
市
史
第
三
巻
』
五
七
八
頁

『遠
野
物
語
を
ゆ
く
』
七
十
頁

『岩
手
県
史
第
五
巻
近
世
篇
2
』

一
一
五
二
頁

『邦
内
貢
賦
記
』
。
盛
岡
藩
の
租
税
制
度
を
記
し
た
も
の
。
『南
部
叢
書

(五
)
』
五
六
八
～
五
六
九
頁

『検
断
勤
方
記
』
。
寛
政
八
年
か
ら
天
保
中
期
に
か
け
、
穀
町
検
断

の
佐
々
木
甚
右
衛
門
が
作
成
し
た
。
海
老
久
太
所
蔵
本
を
、

昭
和
九
年
十
二
月
に
鈴
木
重
男
が
二
部
謄
写
し
て
、

一
部
は
森
嘉
兵
衛
に
渡
し
、

一
部
は
遠
野
市
立
図
書
館

に
残
さ
れ
た
。
遠

野
市
立
図
書
館
本
を
、

一
九
九
九
年
四
月
、
高
柳
俊
郎
が
入
力
↓
プ
リ
ン
ト
ア
ウ
ト
し
た
も
の
が
遠
野
市
立

図
書
館
所
蔵
と
な

り
、
こ
れ
を
閲
覧
し
た
。
掲
載
箇
所
は
九
四
頁
の

「延
享
四
年
卯
七
月
五
日

一
日
市
町
与
奉
願
上
候
次
第
留
書
之
写
」
で
あ

る
。

拙
著

『西
日
本
庶
民
交
易
史
の
研
究
』
(平
成
十
二
年
十
二
月
)
四
三
五
頁

拙
著

『牛
方

・
ポ

ッ
カ
と
海
産
物
移
入
』

二
〇
〇
八
年
四
月

『遠
野
市
史
第
三
巻
』
四
〇
五
頁

『東
北
か
ら
考
え
る
近
世
史
-
環
境

・
災
害

・
食
料
、
そ
し
て
東
北
史
像
』
五
九
～
六

一
頁

『馬
と
く
ら
し
』
四
四
～
四
五
頁

『南
部
叢
書

(四
)
』
四
七
〇
頁

拙
著

『近
世
海
運
民
俗
史
研
究
-
逆
流

海
上
の
道
』
(二
〇

一
二
年

一
月
)

一
一
九
頁

『岩
手
の
峠
路
-
地
図
か
ら
消
え
た
旧
道
1
』

一
四
六
～

一
四
七
頁

『遠
野
物
語
を
ゆ
く
』
六
四
頁

昭
和
五
五
年
四
月
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「和
山
峠
の
記
」
『南
部
叢
書

(十
)
』

一
七
四
頁

『遠
野
物
語
を
ゆ
く
』
六
四
頁

『馬
と
く
ら
し
』
四
四
頁
。
『遠
野
物
語
』

「五
二
」
の
註
書
き
に
は

「ク
ツ
ゴ
コ
は
馬
の
口
に
嵌
め
る
網
の
袋
な
り
」
と
あ
る
。

有
賀
喜
左
衛
門

『
一
つ
の
日
本
文
化
論
』
(
一
九
七
六
年
五
月
)
二
〇
四
頁

拙
稿

「阿
武
隈
の
魚
交
易
路
-
平
潟
街
道
の
伝
承
1
」
『民
俗
文
化
』
十
四
号

(平
成
十
四
年
三
月
)

一
八

一
～

一
八
二
頁

『森
嘉
兵
衛
著
作
集
第
七
巻
』
五
〇
九
頁

謝
辞現

地
調
査
に
際
し
て
は
、

か
ら
御
高
配
を
賜

っ
た
。

岩
手
大
学
附
属
図
書
館

・
岩
手
県
立
図
書
館

・
遠
野
市
立
図
書
館
の
皆
様
を
は
じ
め
と
す
る
、

銘
記
し
て
、
御
礼
申
し
上
げ
る
。

関
係
各
位
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